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カール・ぺーテル・ツュンベリーの時代
一一スウェーデンの歴史を振りかえる一一

駐日スウェーデン大使館

報道官ベール・フリッツォン

Carl Peter Thunbergs tids--nagra glimtar ur Sveriges historia 

人聞は誰でも生れた国と育った時代との所産で

あります。カーノレ・ペーテル・ツュンペリーが85

年の生涯を過ごした時代のスウェーデンの社会の

史的回顧をしてみることは、あながちひま仕事と

いうことでもないでしょう。以下の記述は、紙幅

の都合もあり、決して詳細に時代考証を試みよう

とするものではありません。ただ標題の通り C.

P. ツュンベリー(彼の生涯、業績〕に関連のあ

るスウェーデン歴史の一部分をここに紹介してみ‘

ょうと思います。

カーノレ・ペーテノレ・ツュンペリーが生まれた年

(1743年〉はスウェーデン歴史における脱皮の年

ということができます。その年に成立したオーボ

ウ講和は‘スウェーデンの国境が東に向かつて聞

かれ、北ヨーロッパにおけるスウェーデンの大国

主義が放棄される転機となりました。そしてスウ

ェーデンの軍事力は、外交政策における攻撃的な

手段の性格を恒久的に失いました。史上最後の民

衆蜂起があったのがこの年でした。政治的混乱は

大きく、不穏状態の兆候が見られました。そこか

ら新らしいカが芽生えて来ようとしていました。

武力とは異なる勢力の拾頭です。

その 8年前カーノレ・フォン・リンネが論文「自

然の体系」を著しています。 4年前にはスウェー
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デン王立科学アカデミーが創立され、その前の年

にはアンデノレシュ・セノレシウスがウップサラで摂

氏寒暖計を発明しました。

ツュンペリーの誕生の年にアードルフ・フレド

リック公がスウェーデンの王位継承者に選ばれま

した。彼とその子であり、後の国王になったグス

タフ 3世は、学問・芸術の重要な後援者となりま

した。 C. P. ツュンペリーはスウェーデンにお

ける啓蒙時代の開幕と時を同じくして生まれたと

いっても誇張ではありません。

ツュンベリー誕生の頃のスウェーデンは戦争と

外交政策上の逆境のために疲弊し、国内の政治抗

争のため分裂状態にありました。貴族による統治
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カが増大したことによって、これが社会の各階級

の聞に伝統的に保たれていたパランスを脅やかし

ていました。ツュンペリーの幼年時代の家庭に政

治的関心があったかどうかはわかりません。彼自

身が公の政治論争にかかわったことは一度もあり

ませんでした。リンネの周囲の関係者達はリンネ

の高弟ペーテノレ・フォッシュスコーノレの身に振り

かかった不運について恐らく手を焼いていたので

しょう。フォッシュスコーノレはツュンペリーがウ

ツプサラに行く 2年前に社会に向けた糾弾の文章

「ブノレジョワ的自由についての考察」を発表し、

それにより当局からにらまれて、スウェーデンを

去ることを余儀なくされるにいたった人です。し

かし、フォッシュスコールの自由主義的論文はリ

ンネの周囲の人々には強い影響を及ぼした筈です。

科学者・著作者としてのツュンペリーの著作は人

道主義的な彼の理念を示唆しています。フォッシ

ュスコールの自由主義的理念はウップサラで築き

上げられました。そしてそれを礎にして、ツュン

ペリーの社会に対する考え方は、彼の長い旅のあ

いだ抱きつづけられました。

ツュンペリーの誕生後30年間のスウェーデンの

政治情勢は暗黒の背景によって特徴づけられます

が、それと対照的なのは学術、研究に寄せられた

強い一般の興味でありました。当時スウェーデン

の指導者層には、国内で作り得るものは何物も輸

入すべきではないという考えが一つの主義となっ

ていました。リンネがスウェーデンの各地域の旅

行でつけていた日記は恐らく未開発の自然資源の

目録作成がその主眼だったでしょう。この時代ほ

どスウェーデン議会が研究助成金について気前が

よかったことはありません。全ての分野にわたっ

て自然科学が社会の中で中心的な要素になりまし

た。スウェーデンの対外貿易はそれまでの500年

間鉄と銅の生産によって優位を誇っていましたが、
じゅうりん

18世紀には諸外国からその地位を疎開されるよう

な強大な競争に遇うこととなります。食料品の輸

出見通しが立つにつれて、農業が優遇されるよう

になりました。スウェーデンの農村地方はツュン

ペリーが16才の時、政府が行なった合理的な農地

配置転換の措置によって変化し始めました。農業

生産の改善は優遇措置を受け、植物学は関連性が

強いために特に優遇されました。ツュンペリーが

学術研究を始めた1761年にワップサラ大学に在籍

の学生総数約800名のうち250名近くがリンネの教
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えを受けたことは単なる偶然ではなかったのです。

また、 リンネの弟子達の世界各地にまたがる研

究旅行を可能にした豊富な助成金や寄付金の背景

にあったものは純粋な利他主義のみでもありませ

んでした。

ツュンペリーのウップサラ遊学期間1761-1770

年当時のスウェーデン社会に見られる特徴は、そ

れまで過去40年間持続していた貴族権力の解体で

す。 1760年代に ヨーロッバを襲った不況はスウェ

ーデンに大きい打撃を与えました。多数の工場、

商社が倒産し、貨幣価値が下がりました。タバコ、
しゃし

絹、東アジア産の陶器などに課せられる奪{多税が

定められ、コーヒー、ワイン、アラック酒の輸入

は禁止されました。このように多くの規制のあっ

た時期にもかかわらずツュンベりーは「パリにお

ける研究」に対して多額の学術資金を受け、 1770

年には博士号を得ています。この時に開始した外

国での研究が結局9年の長きにわたったヨーロツ

パ、アフリカ、アジア旅行となるのであります。

1771年にパリでツュンペリーは自分自身にとり

、かつ祖国にとって大きな意義をもっ人との出会

いの機会を得ました。それは時のスワェーデン皇

太子、同じ年に国王となったグスタフ 3世との出

合いです。ツュンペリーがケープ地方(喜望峰〉

の植物群を研究していた1772年グスタフ国王は政

治改革によって貴族制度を廃止しました。これは

完全な無血革命として僅か数時間で達成されまし

た。議会での農民階級とブルジョア階級の権力は

強力な王の権力と協調してかつての地位を取り戻

しました。国の経済力は徹底した貨幣改革などに

より向上し、通商、職業選択の自由への第一歩が

踏み出され、特に農民の経済カが強化されました。

拷問が廃止され、信教の自由が認められました。

言論がより自由に認められる法律が制定され、報

道が価値を認められる要素となり始めます。ツュ

ンペリーが帰国した時の1779年のスウェーデンは

かつてよりも平穏な固となっており、進歩的な国

王は広範囲に研究旅行をした科学者ツュンベリー

に早速謁見を許し、その体験と自然科学上の研究

の成果についての御前講義を受けました。

その後5年を経て、ツュンペリーは初の植物学

の大作「日本植物誌」を出版し、同じ年にウップ

サラ大学の医学ならびに植物学の教授に就任しま

した。その頃熱心にグスタフ 3世に彼の学部のた

めに助成金を請願していました。時に政治的な気



候風土は既に変化しつつありました。己の成功に

いささか酔った王は権力の行使に行き過ぎ、があり、

国王の独裁に対する批判が貴族から他の社会階級

に拡まり始めていました。凶作の年が続き農民を

反抗にかり立てました。しかし、啓蒙君主であっ

た国王は学問と芸術に対しては何ら規制を行ない

ませんでした。ウップサラ城庭園は大学の植物学

部に下賜されそれの譲渡式には国王自ら出席しま

した。その時に国王は今なお学部を擁する立派な

建物の基礎石を置き、その建築のため出資を約束

しました。その少し前に現在ノーベル文学賞の詮

衡などで知られるスワェーデン学士院が創設され

ました。

これが恐らく国王グスタフ 3世にとって生涯の

後の最も幸福な行事であったでありましょう。

国王に対する反発が高まれ外交政策の企ては失

敗して、ツュンペリーがその著「ヨーロッパ、ア

フリカ、アジア旅行記」第4巻を執筆していた頃、

国王はストックホノレムで一人の貴族に暗殺されま

した。殺害の場所はそれより 10年前に完成したオ

ペラ座でした。

ツュンベリーはグスタフ 3世残後の時代をどの

ように生きたでありましょうか。ウップサラ大学

はスウェーデンの他の教育機関よりもフランス革

命の影響を多く受けました。社会は強い緊張に満

ちていました。しかし貴族による権力奪還のクー

デタ一計画はくじかれました。ブルジョア階級と

農民階級のカは増大しておれたとえ君主側から

等しく強大な援助は期待することはできなかった

にせよ一一王位継承者グスタフ・アドルフ 4世は

k君が暗殺された時、その年令が僅か14才一一貴

族専制政治に反対する世論の力には充分強いもの

がありました。ウップサラから出た革命思想も目

前の将来には何ら重大な影響は受けませんでした。

1790年代の経済活動は、ただ鉄鋼産業と漁業の不

振が目立ったことを除けば、景気は良好でありま

した。農業が急速に発達しました。植物学と農業

経済学の蒔いた種が実を結び始めていました。

世紀が改まりその初年に勃発したナポレオン戦

争で、はじめのうちはスウェーデンは直接的な戦

争の影響を免れていましたが、そのうちにまき込

まれずにはいられなくなりました。若き国王グス

タフ・アドルフ 4世は、ナポレオンに対しては決

して許さない抵抗者ではありましたが、スウェー

デンの軍事力はもはや外交政策上にもその手段と

しては使用できないものになっていました。凶作

と貨幣政策の誤りから国家経済も悪化しており、

1800年代の初頭には社会に内部疲弊が再び起きて

いました。景気は漸く好転し始め、教育、農業、

貨幣制度の改革が実施されるに及んでいた時に締

結されたフランスとロシアとのテイノレズィット条

約による連合がスウェーデンの外交情勢を不可能

にしてしまいました。フランス軍は大して抵抗も

受けずにヨーロッパ大陸の豊鏡なスワェーデン領

に進攻し、ロシアはそれまで500年以上スウェー

デン王国の一部であったフィンランドを攻略しま

した。これはスウェーデンにとっては軍事上、政

治上の災難となり、国は1808-1809年の戦争の後

貧窮し、国土の 3分の l以上と人口の 4分の 1以

上を失う結果となりました。大国であったスウェ

ーデンは今や現在の国境線の限界に戻りました。

1814年のナポレオン時代のフランスとの最終的な

決着にスウェーデンが僅かに周辺的に参加したこ

とを除外すれば、 1808-1809年の戦争がスウェー

デンの参加した最後の戦争になりました。長い、

今なお継続している平和の時期がかくして始まっ

たのです。

ツュンベリーが18世紀の後半から19世紀の初め

にかけてウップサラ大学で育てられた革新的な思

想、に魅せられたことはたやすく想像がつきます。

彼は新たに制定された憲法を満足して迎えたに相

違あり ません。これは1809年にグスタフ・アドノレ

フ4世が敗戦のいけにえとして退位させられ、政

治には全く無関心の叔父カー/レ13世によって王位

が継承された直後に発布されたものです。新憲法

は議会に今までよりも大きな権力を与え、貴族に

よる影響を大巾に制限し、そして表現の自由を憲

法によって保証するという意義を持ったものでし

た。1809年のスウェーデン憲法はヨーロッパの他

のあらゆる国家の憲法よりも息が続き、 1975年に

至ってはじめて新らしい憲法に代りました。

c. P.ツュンベリーは今日までまだ破られて

いないスウェーデンの平和と安定の時代の初めの

18年間を体験しています。彼は政治的な再編、文

化的開花、産業、経済の拡大へと発展して行かん

とするさまを体験しました。学術研究、高等教育

に新らしい要求が加えられ、ツュンペリーの生前

の最後の15年間に大学での基礎研究、高等教育を

追加補足する趣旨で技術、商業、農業の各専門単
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科大学が設立されました。 C. P. ツュンベリー

の訪日200年を祝ってストックホルムの王立林科

大学は記念行事の重要な部分を受け持ちました。

この大学ではツュンペリーが1828年8月 8日に一

生を終えた後2カ月目に最初の大学学則が制定さ

れています。

ツュンペリーがその最後の植物学の大作「ケー

プ地方植物誌 (FloraCapensis) Jを書き上げ

た1818年カール・ヨハン14世がベノレナドット王朝

初代の国王、そして現スウェーデン国王の祖先と

してスウェーデンの王位に就きました。

ツュンベリー85年の生涯はスウェーデンの歴史

の中で興味あり、かっ重要な段階にまたがったこ

とになります。彼は貴族支配、君主専制、そして

民主主義の始まりを目のあたりにしました。彼自

身スウェーデンの科学の最初の開花期に積極的に

寄与することとなりました。ツュンベリーが生ま

れた時点ではスウェーデンはまだヨーロッパにお

ける大国意識がありましたが、それは没落しかけ

ていた大国で、ありました。彼が死残した時には国

は小国と変りました。しかし平和と繁栄の未来に

向かつて第一歩を踏み出した小国でありました。

(本稿は前号所載の Fritzson氏のスウェーデン語によ

る文章をガデリウスK.K.の佐藤一郎氏に翻訳して頂

いたものですが、文責は本誌編集部にあります。〉
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田?召 H寺代;とツュンベリ

The Tanuma Era and C. P. Thunberg 

西欧から鎖国日本を訪問した中で特に著名な人

としては、まずエングノレベノレト・ケンペノレの名を

あげなくてはならない。彼はドイツの医学者であ

るが、オランダ舶の船医として長崎に来航したの

が1690年(元禄3年)、帰国したのが1692年(元

禄 5年〉だが、この比較的短期間の見聞をもとに

して書いた「日本誌Jは、当時の日本のほとんど

あらゆる部面に触れており、植物についても特に

一章が設けられている。

次に、ケンペノレの日本訪問におくれること80年

余の1775年(安永4年〉に長崎に到着したのがス

ウェーデン人のカール・ツュンペリーである。彼

は翌年、オランダ商館長の一行に加わって江戸に

上った。

さらに続くのがオランダ人の商館長のイザク・

チチングで、彼の滞日期聞は1779年(安永8年〉

から1785年(天明 5年〉までの 6年間にわたって

おり、 「図解日本記」などの著書がある。

さて、三代将軍家光以来の厳重な鎖国政策は、一

貫して堅持されたというわけではなく、以後かな

り変化する。八代将軍吉宗の侍講新井白石は、た

またま来日したイタリア人の宣教師シドッチから

ヨーロッパ諸国の事情を聴いて大いに啓発された。

そうした彼の勧めのせいか、吉宗はキリシタンに

4 

相模女子大学教授 江 上 ' 照 彦

Prof. Teruhiko Egami 

対して寛大な態度をとると共に1720年(享保5年〉

洋書閲覧の禁を解く大英断を下したので、蘭学勃

興の気運がにわかに高まる。その勢いをなお推し

進めたのが、十代将軍家治の頃の権臣田沼意次だ

った。

家治の治世(1760-86)を一般に田沼時代とい

うほどに、意次は終始権勢をふるった。なにしろ、

彼自身がたいへんなオランダ好みで、いろんな渡

来の物を集めて喜んでいるふうだ、ったから、諸有

名や役人たちも幕府を恐れずに安心して外国人と

交わるようになった。田沼が政権を握っていた頃

鎖国日本にふと外界の光が射した唯一の時代だっ

たし、中でもツュンペリーやチチング来日の前後

がそのハイライトだったと言ってよい。

カーノレ・ツュンベリー(1743-1822)は、ウプ

サラ大学でリンネに師事して医学と植物学を学ん

だ。 1771年にオランダ東インド会社に入札やが

て日本へ向う船に船医として乗り組んだ。長崎着

から江戸へ行ったことはすでに書いたが、そのと

きの模様はその著書「江戸参府紀行」にくわしい。

江戸に入った彼らオランダ人一行が心から歓迎さ

れたこと、日本の蘭学者たちがかなり自由に外国

人と交際できるようになっていたことなどが、こ

の本でわかる。そして、ツュンペリーが驚いたの
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は、日本人が案外オランダの植物学、薬学、医学

などに習熟していることだった。吉宗以来の自由

化政策が、田沼時代に至っていよいよ開花結実し

たのである。

さらに、この頃にはもう、西欧に関する知識は

政府関係者の範囲だけというのでなくて、広く民

聞の知識人の聞に流布していたことも、ツュンベ

リーの書いた物から知られる。しかし、そんな彼

の情報の中で最も注目すべきは、 1776年に彼が日

本を去った後も、日本の友人たちと手紙で通信で

きたということである。これは、もちろん、徳川

幕府の定めた鎖国令を破ったことにほかならない。

それがあえてとがめられなかったところに、当時

の田沼政府の外交姿勢がうかがわれる。ツュンベ

f、 リーと交渉のあった日本人の中で、特に忘れてな

らないのが、中川淳庵と桂川甫周の二人である。

二人ともオランダ語の達人だったし、また、ツュ

ンペリーの江戸滞在中には、彼に熱心に医学を学

んだ。そして、とうとう彼から医師の免状、免許

皆伝の印しまでもらっている。

ツュンベリーは1776年末、長崎を去ってパタグ

イア、セイロンなどの各地に滞在して後、 79年に

帰国した。 81年には、母校ウプサラ大学の助教授

になり、やがて教授に進んだ。ところで、彼が日

本にいた頃に採集した植物標本の八百余りが、今

なおウプサラ大学に保存されているという。ツュ

ンベリーの代表的著書「日本植物誌」が生まれた

ゆえんである。しかし、このように、日本の植物

標本を国外に運び出すことを許す、というより見

のがしたのは、田沼政権なればこそのことだった。

田沼意次の、このような進歩的政策の大きな支

えになっていたのが、彼の息子の意知だった。彼

は若年寄に任命され、チチングの説によれば「非

凡な能力を持つ青年、ことに進取の気性が旺盛で

・・…父と共にさまざまな革新をおこなった」が、

不幸にも暗殺された。もし意次、意知の父子とも

健在で、なお彼らの政策を推し進めることができ

たとしたら、たぶん日本の鎖国政策の放棄、すな

わち開国は、ペリー提替が下回に来て、むりやり

に扉をこじあけるより蓬か半世紀余も前に、日本

自体の意思で行なわれた、と説く人もいる。

しかし、田沼時代が終ると共に、日本が世界に

向って聞きかかった窓はまた固く閉ざされてしま

う。というわずかな間での、ツュンベリーと日本

との出会いであったればこそ、それはまととに奇

縁だったと言わなくてはならない。

1976年のスウェーデン総選挙
一一44年ぶり、社民党野に下る一一

The General Election of Sweden in 1976 
一一SocialDemocratic Party went out of 

Office after its 44 years' Stay in Power--

(1) 1976年総選挙の概略とその根本的意義

スウェーデンの国会は 1院制で、その総選挙は

3年毎に 9月の第3日曜に行なわれる。

去る 9月19日の総選挙の結果については、日本

の新聞に従来よりも相当大きく報道された。

1932年以来(1936年の 3か月を例外として)44

年間も政権の座にあった「社会民主党」が過半数

を取り得ず、また他党(主として「共産党J)の

協力を見越しでも過半数とならず、他方いわゆる

ブソレジョア 3党の合計は過半数となったので、

「社民党」は野に下り、ここにスウェーデン政局

常務理事 日本大学教授高 須 裕

Prof. Yuzo Takasu 

は左から右へ旋回の弧を描くこととなった。そし

てその影響の西ドイツや北欧その他の諸国への波

及も考えられるので、ニュース価値の大きなもの

として扱われたのであろう。

スウェーデン 「社民党」に対する批判の世論は、

前々回の総選挙の頃から盛り上がりつつあったが、

ついに今国政権交替となった原因について、通説

が列挙する諸点はおおむね次のごとくである。す

なわち(1)長期政権への同国世論の嫌気、 (2)過大な

税負担、 (3)権力の集中化、 (4)官僚主義の肥大への

反携、 (5)労働組合偏重への経営的危険、 (6)原子力

発電推進への環境衛生的危倶などである。
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そして通説では、政権が左から右へ推移しでも、

多年にわたって築かれたスウェーデン福祉社会に

は本質的な変化はないと見られている。

しかし私には、今回の同国選挙の結果は、経済

社会史の次元を一段階引き上げるような旋回点と

して重要な意義をもつものと思われる。それは前

記原因(6)の原子力発電政策をめぐる「社民党」と

「中央党」との賛否の180度の聞きに最もよく表

徴されている。

従来の与党「社民党」は、既存の原子力発電5

か所に加えて更に 8か所を建設または計画中であ

り、この拡充された動力網の上に将来の産業と福

祉とを築こうとしてきた。

これに対し従来の野党第一党の「中央党」は、

動力の節約励行と、太陽・海洋・地熱などの安全

なエネノレギーの開拓によって、現存の原子力発電

所も漸次解消してゆき、将来は発電用原子炉を皆

無にすることを公言した。

この両極の中聞に「自由党J I穏健党」があり、

前者は他国の経験などをもにらみ合わせて徐行し

ようという態度、後者は国会で原子力計画が可決

されたとき「社民党」に協力した前歴があり、そ

の点「中央党」との聞に不協和音が残り、今回の

三党連立組聞から抜けるなどの危倶も一時はなき

にしもあらずであった。

〔表 1J 

1976年スクェーデン総選挙最終結果 (73年との対比〕

議 席 得 票 率

19isl19完|増減 間年|附年|増減

1竹ず 民 党卜36%luMl-08%
191 1 ー 共 産 党 5.314.71-0.6

吋叫 -61小 詐 [48.9 147.6 ト1.4

901 86 -4 中 央 党25.1%24.1% -1.0% 

511 55 +4 穏 健 党14.3 15.6 +1.3 
341 39 +5 自 由 党 9.4 11. 0 +1.6 

吋刈+5[小 計|必 8 [50.7 [+1. 9 

~Iキリスト教問盟| 18 | 14 1 04
スウェーデン共産党 0.4 1 0.4 1-0.1 
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そこで結論であるが、 「社民党」は従来、福祉

社会を作ってきたがその産業的基礎は依然として

「近代」からの延長の工業優先の立場であった。

それに対し 「中央党」は元の農業者政党で、近代

工業支配の社会が醸し出す公害・家庭崩壊・犯罪

その他の弊害に最も反溌し、国作りの目標として

農工併存・地域社会中心を掲げる態勢である。そ

れが政権の座に上ったことは、 「近代」を超克し

て 「現代」 社会作りの根本課題にいよいよ挑み始

めたものとして、今回の政変の意義は注目に値す

ると恩われるのである。

(表 2J

参考の為、 1973年総選挙結果 (70年との対比〉

131T;|;12 
民

産

問年11973制増減

2121121:;; 

計[51. 07) 48.87[ -2. 2 

央

健

由

(2) 閣僚などの人事

中央党首 Falldinを首相とする新内閣の閣僚

名簿は10月8日発表された。注目すべき点の第 1

は、一時は危ぶまれた三党の政策的妥協(ことに

原子力対策について〉ができて、三党首入閣の協

力態勢が成立したこと。第2は、外相という重要

ポストを含めて 5人の女性閣僚を登用したこと。

第3は、前の社民党内閣の閣僚数19に対して、新

内閣は20となったこと、である。

その閣僚名簿はつぎの通り。

首 相=ThorbjるnFalldin 50歳中央党

副首相、労働市場相=PerAhlmark 36歳自由党

経済相=Gosta Bohman 65歳穏健党

蔵 相=IngemarMundebo 46歳自由

外 相=Karin Soder 48歳中央

法 相=SvenRomanus 70歳無所属
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防衛相=EricKronmark 45歳穏健

社会福祉相=RuneGustavsson 56歳 中央

副" =Ingegerd Troedsson 47歳穏健

運輸相=BoTuresson 56歳穏健

産業相=NilsG.Asling 49歳中央

エネノレギー相=OlofJohansson 39歳 中央

貿易相=StaffanBurenstam 
Linder 45歳 穏健

農林相=AndersDahlgren 51歳中央

地方自治相=JohannesAntonsson 55歳 中央

教育相=Jan-ErikWikstr加 144歳自由

副" =Britt Mogard 54歳 穏健

住宅相=ElvyOlsson 52歳 中央

副" =Birgit Friggebbo 35歳 自由

海外援助相=OlaUllst剖 1 45歳 自由

以上で中央党8、穏健党6、自由党5、 (無所

属1)の割振りである。

外相 Soder夫人は中央党の第2副総裁の地位

にある。法相 SvenRomanusは1969年よ 、り73

年まで最高裁長官であった。

以上のほかに農林省内で環境問題を扱う役職に

自由党の第1副総裁 KerstinAner、また工業省

内でエネノレギー問題を扱う役職に穏健党の核安全

問題の専門家 AndersWijkmanが就任する予

定である。

(3) F邑lldin新首相施政方針声明

10月8日午前、 Falldin新首相は王宮に国王を

ー訪ね、閣僚名簿捧呈と施政方針声明を内奏した。

発表された施政方針は11ページにわたったが、そ

の要点、はつぎのようである。

まず第 1に、きびしい経済の見通しを強調し、

生活の自粛を国民に訴える。堅実な生活が新政府

の基本方針である。諸改革もその線で行なわれる。

第2に、選挙戦の中で論争点となった家族手当に

ついては、さしあたり新法案として提出されるこ

e 、

とはない。将来、保護手当が提案される際には

「選択の自由が守られる」線が生かされるであろ

う。第3に、選挙戦中に自由党が強調した「性差

別反対法案」は、新政府によって国会に提案され

る。第4に、中央党の平素の主張であった中小企

業援助政策が種々の面で推進されるが、とくに融

資の面での大企業との差をなくすようにする。第

5に、 1978年 1月より有給5週間休暇を導入する。

第6に、労働法関係では失業保険の全国民への導

入が優先的に検討される。第7に、諸決定は中央

当局から地方当局へ移行すべきであるという「デ

セントラリゼーション」が推進される。第8に、

パノレメ前内閣がLOやTCOと協定した課税政策

は、これを検討し直すために被用者組織との円卓

会議を設置する、というのである。

最後に、今回の最大焦点となった原子力発電所

問題についてであるが、現在動いている五つの原

子力発電所の安全性を調査する委員会を作り、安

全装置が十分でないという結論が出ればこれを解

体する旨を述べた。またパノレメ政権当時すでに建

設に着手された六つ目の原子力発電所 (Barseb-

ack II)への火入れは始めるが、一年以内に安全

性が保証されない限りは解体される、と述べた。

原子力発電所問題は、選挙戦の最中の与・野党

聞の最大の論争点であったが、組閣に際しでも¥

新しい与党三党聞にニュアンスの差異があり、三

党連立が無事出来るかどうかの危慎の焦点でもあ

った。そこで結局、妥協の産物として上記のよう

な当面の方策となったのである。

これに対し野党党首ノ勺レメは、選挙中の公約に

対するフェノレディーン首相の「裏切り」を激しく

非難しており、原子力問題を核としてスウェーデ

ン政局は今後も動揺し続けることは確実と見られ

ている。

一畦ザ~
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消費協同組合の研究シリーズ (4)

日本の農業協同組合の生活事業と

スウェーデンの生活協同組合について
ースウェーデンから学ぶもの一

全国農業協同組合連合会生活部課長 竹 内 栄 次

はじめに

日本の農協は、出発の当初から、西欧の協同組

合、特にドイツのライフアイゼンの考えと実践を

模範としてきた。

戦前の農協が、農民の信用、購買、販売、利用

の4種兼営の組織として発展してきたのは当時の

国の政策と、農村の事情の反映である。

その農協が生活事業に積極的に取り組み始めた

のは、戦後の高度経済成長政策のもとで農村の状

態が激しく変化し、農民の生活上の要求が著しく

多様化してきた、ここ十年来のことである。

農業生産と、農業就業者のウエイトの激しい低

下、労働力の老婦化、兼業化と、兼業収入の増大、

交通事情の変化、地価の暴騰、部落の社会的な靭

帯の稀薄化等、農民の生産と生活の変化を示すデ

ーターは数えきれないほどである。

農村社会の変化は、当然それを基盤とする農協

の組織と経営に非常な影響を与えている。

市街地農協の信用組合化、 事業の多角化、合併

の進行等である。農協の生活事業、特に庖舗事業

のここ数年来の発展もその反映である。

しかし農協が生活事業を本格的に発展させ、組

合員と地域の消費者の生活を守るという課題を実

現するためには、農業生産者の組織であるという

性格からの脱皮一農家を含む地域の消費者の組織

として再組織するーと、流通機構を担う一員とし

て、商業者との激しい競争に、経営的に、技術的

に伍し、且つ打ち克つという困難な事業に成功す

る必要がある。

その意味で日本の農協がヨーロッパの、特にス

ウェーデンを先頭とする北欧の生協活動から学ぶ

べき教訓は多い。

次に、スウェーデンを中心とした北欧の生協活

動と、日本の農協の生活活動との対比で、その主

要点にふれてみよう。
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1.連合会の機能が非常に整備され、単協との

機能分担が確立されている。

スウェーデンでは、 KFによって配送センター

網が全国的に整備され、センターを中心に庖舗聞

の協同活動が盛んである。又配送センターでの、

セントラノレパッケージ、セントラルベイキング、

値付け等が行われている。そのためにメンパー唐

舗のKF(本部)利用率が80%-90%ときわめて

高い。

農協庖舗の本部利用率は45%(年49度)である。

そのギャップは、配送センターを中心とした本部

機能の整備と、機能分担の確立の度合いに起因し

ている。

2. 自己生産のウエイトが高く、それを基礎と

したP.B商品が盛んに開発されている。

スウェーデンをはじめとして、北欧の生協では、

連合会の直営工場、或は出資関係のある関連企業

での自己生産が徹底的に追求されている。そのた

めの投資が数十年にEって蓄積されている。

日本の農協の場合、生産財の自己生産のための

投資は戦後も肥料、飼料、農薬等を中心に積極的

に行われてきたが、消費財の自己生産のウエイト

はきわめて低い。そのことは消費財の供給に占め

る農協のシェアーが、 50年度に 1%に満たないと

いう現状と関連がある。生協を含めても1.5%強

である。

3.庖舗展開についてのスクラップ&ピノレドが

長期的な計画のもとで着実に実行されている。

スウェーデンで、は小型庖舗のスクラップ&ピノレ

ドと、庖舗形態の多様化が、 10年計画のもとで積

極的に実行されている。特にドーマス(百貨庖)

オブス(ハイパアーマーケット)等の庖舗形態に

努力が注がれており、その業界でのシェアーも高

U、。

農協庖舗は全国で6，915庖舗あるが(50年8月現



在〉その大部分は50坪未満の零細な規模で、経営

上も困難なものが多い。数年来全国的に庖舗の近

代化に取り組んでいるが、そのスピードは客観条

件の変化に充分対応できているとはいえない。又

!吉舗形態でもその大部分は食品を中心としたスー

ノfーマーケットである。その主要な原因は農協経

営者の意識革新が困難な点にある。又それは連合

会の指導力の欠如に根源がある。

スウェーデンの生協が、戦後、 KFを中心にア

メリカのスーパーマーケットの理論と技法をもっ

とも積極的に取り入れ、消費者のニーズを先取り

して庖舗展開をはかったのは教訓的である。

4.消費者の組織化率が50%を越し、国民経済

のなかで圧倒的なカを発揮している。

スワェーデンをはじめ、北欧の生協では、国民

の過半数を組合員として組織し、その消費財の取

扱いについてのシェアーも非常に高い。日本では

農協の生産財と、農産物の販売についてのシェア

ーは夫々相対的に高いが、消費財に占めるシェア

ーは前述のように 1%に満たない。ただ信用と、

共済事業の面では、一定の成果をあげている。

4.庖舗での価格政策が、規模別、コスト別に

明確化されている。

スウェーデンでは、大別して、 4つの庖舗形態

がある。(コンビ、ニエンス、スーノfーマーケット、

百貨底、ハイパアーマーケット〉夫々の庖舗形態

別に価格体系=(政策)が確立されており、消費

者の多様な要求に応じている。日本の農協の庖舗

の場合は、コストに対応した価格という考え方が

充分徹底しておらず、そのことが経営を圧迫する

大きな原因になっている。

5.経営管理が徹底している。

KFが主導して、単協の経営管理が徹底して行

われており、又それと関連して、連合会と単協聞

の人事交流も盛んである。農協の庖舗事業の計数

管理は、一部の農協を除いて、まだ初歩的な段階

である。

6. 消費者の生協への組織化率が非常に高い。

スウェーデンをはじめ、北欧諸国の生協への組

織化率は50%強と非常に高く、又国内経済、特に

消費財市場に占めるそのシェアーはきわめて高い。

又消費者活動にも熱心に取り組んでおり、政府の

消費者行政に与える影響力も大きい。日本では、

農協と生協への組織率は可成り高く、又特に生協

への加入率は、最近増加しているが、事業体制の

不備もあって、消費財の市場における協同組合の

比率はまだきわめて低い。

7. 協同組合の国際間協同に積極的に取り組ん

でいる。

KFは伝統的に、協同組合の国際的な協同に積

極的に取り組んでおり、特に開発途上国の援助に

努力している。又貿易の面でも自己生産品を中心

に大きな力を発揮している。日本の農協も組合貿

易を通じて、生産財の輸入と輸出の面では一定の

成果をあげているが、消費財の、協同組合の国際

間協同という面では、まったくといっていいほど

未経験である。

消費財は品目が多様で、日書好も複雑なので国際

間協同といっても実際には困難な点が多いが、特

に日本のように輸入に依存する比率の高い国では、

将来の課題として是非追求する必要がある。

むすび

スタグフレイションの一層の進行と、見通し難

から、農家は消費抑制によって将来に備えようと

しており、そのことが農協の購買事業に深刻な影

響を与えている。

一方で農協も人件費の高騰を中心とする管理費'

の増大と、事業の伸び悩みによって、経営的に深

刻な危機を迎えようとしている。以上の理由から、

ここ数年間全国的にも、生活事業、特に庖舗事業

についての関心が、多くの農協の経営者の聞に急

速に高まってきたのは事実だが、そのことが経営

問題に重点が置かれて把握されているとすれば非

常に問題である。

スクェーデンを始め、北欧の生協活動を考える

場合、夫々の国の社会的伝統と、政府の消費者政

策、反独占政策との関連を前提とする必要がある。

そういう意味で日本の農協の生活事業が、スウ

ェーデンを先頭とする北欧の生協事業から学ぶべ

き、最大の、もっとも基本的な点は、 One for 

aIl.， aIl for oneという協同組合運動の原点の

上に、生活事業を再構築するということにあるの

ではないだろうか。
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スウェーデンにおける生協の労使関係について

ーその賃金決定機構とわが国生協との比較一

わが国の生活協同組合運動は、 1948年7月の

「消費生活協同組合法」の制定により法制的に公

認されてから28年の歴史を持つことになった。し

かし灘・神戸生活協同組合等の 2-3の組合を除

いては、20年を越す歴史を持つ組合はない。それは

敗戦直後に急激につくられた生活協同組合も1949

年のドッチ・プランによる緊縮財政の影響によっ

て赤字を生み、その多くが解散せざるを得なかっ

たためである。しかし、 1960年代の高度経済成長

以降にふたたび生活協同組合運動が活発化し、今

日では生活協同組合運動の着実な発展的定着がみ

られつつある。

こうしたわが国の生協運動にとって、組合員40

万 6532世帯、従業員数 6421人 (1976年2月29日現

在)という灘・神戸生協は特別としても、組合員

数10万人を越す大規模な生活協同組合が多数出て

きている。したがって、このようやく盛んになり

つつあるわが国の生協運動にとっても、一般産業

で問題となっているいわゆると労使関係の緊張ミ

すなわち賃金、労働条件をめぐる生協理事者と従

業員との聞の紛争議が顕在化しつつあり、 (註)

将来における生協運動の一つの問題となる状況に

ある。

生協運動が将来発展し、 事業が大規模化する場

合に労使聞の紛争としてあらわれる事がさげられ

ないものであると断定するか否かを間わず、生協

運動先進国であるスウェーデンの生活協同組合、

とりわけKF(消費協同組合連合会〉における労

使関係がどのような状況にあるのか、それがわが

国生協の労使関係とどのような機構的相違がある

のか、特に賃金決定機構の相違はどのようである

かをみることによって将来の、諸条件の相違があ

るとはいえわが国の生協における労使関係、労働

問題を考える一視点として問題を考察する。

註・ 1973年4月、灘・神戸生活協同組合において、
従業員の賃金要求による、ストライキ体制によっ
て1日間庖がおこなわれた。以後もそのような労
使紛争がおこっている。

まずスウェーデンの消費生活協同組合の従業員
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数をその発展状況との関連でみると次表の通りで

ある。なおスウェーデン生協の歴史と発展につい

ては多くの研究があり(註〉一般的問題はとこで

はふれない。

註・最近の業績としては、日本大学教授内藤英憲著
『スウェーデンの消費協同組合~ 1973年スウェー
デン研究所刊、 J.W.エームス著内藤英憲訳『ス
ウェーデンの協同組合一今日と明日の運動路線』
1973年家の光協会刊がある。
消費者運動における従業員数の成長

年 小売組合の KFの従業 消費者運動の
従業員数 員 数 従業員総数

1922 5，114 365 5，479 

1936 14，721 5，627 20，348 

1955 37，826 14，464 52，290 

1968 35， 779 22，076 57.855 

1969 37，707 24，665 62，372 

1970 38，949 26，785 65，734 

註・ 1945年以後、デパートメジト・ストア・プーブの
職員はノj、売組合の従業員の中に含まれている。

J.Wエームス著内藤英憲訳『スウェーデンの協
同組合一今日と明日の運動路線~ 287頁より

表はスウェーデン生協の急成長にくらべて従業員

総数の急増がみられない。それは居舗の大型化、

集約化によるものである。もう一つの特長はKF

の従業員数が全体のなかで占める大きさであり、

この点からもKEのスウェーデン生協に占める役

割の大きさが示されている。

これら生協従業員の労働条件、労使関係を大き

く規定しているのはLO(スウェーデン労働組合

総連合〉と SAF(スウェーデン経営者団体総連

盟〉との聞に締結されている基本条約である。

スウェーデンにおいては労使関係は長い労使慣

行の尊重のうえに築かれていたが、 1920年代およ

び30年代の多くの紛争のなかで団交権の危機とし

てあらわれることがあった。しかし1936年に結社

と団体交渉権に関する法律が制定され、そのうえ

にたって1938年に LOとSAFの聞に基本条約が

調印されたのであった。この基本条約は産業平和

と社会秩序の基準となり、国民の利益を守ろうと

する目的をもつものであって、玉章から成ってい

る。第一章で労使合同で規制的な労働市場協議会



を設置、第二章は地方的な紛争の解決を規定、第

三章は労働者のためのある種の地位の保障が規定

されている。第四章は両者聞の敵対行為がとくに

中立の第三者に影響を及ぼすことがあるため、敵

対行為に対する制限を課している。第五章は、一

般社会の利益の擁護を取扱った規定である。

基本条約にそってさらに産業別・職種別に労働

条件、賃金が決定されるのである。この産業別の

賃金交渉の基本資料は LOの賃金評議会で決定準

備されたものによる。 LO以外に中央労働団体が

あるがLOのSAFとの協約が大きく影響を及ぼ

している。

KFには1945年にKFO(協同組合経営者母体〉

が組織され、 1970年にはこれにの単位協同組合が

加盟している。このKFOとLOとの聞に労働協

約が締結されている。これによってKFの従業員

の労働条件が規定されている。 KFOの対象とす

る従業員は前表の消費関係の従業員を含め、 1970

年に約6万名であった。その男女比率は生産部門

で65対話、商業部門で36対64となっている。

KFの労使聞の問題処理の実務は、公益、労務、

管理職の三者構成によるKF労使関係委員会によ

って運営されており、それは全国的に強い指導、

統制力をもち、団体交渉、労働協約の締結をおこ

なっている。

KFにおいてストライキにいたる紛争はみられ

ないが、 1970年においても山猫ストは発生した。

その主要な原因は賃金問題であるが日本の場合と

違って協約に対する不満であって、ただちに理事

者に対する対決という形にはなりえない。

山猫ストについては協約によって平和条項が結

ばれており、その損害を経営者として賠償請求で

きることになっている。これらの判定は前述の三

者構成のKF労使関係委員会によって審議され、

裁定は多数決制で同数の場合は公益委員の議長に

よって下される。裁定に従わない場合は強制執行

が労働組合に対してなされることができるのであ

る。

KFの場合、賃金問題とともに労務対策上問題

となっているのは学歴問題であり、義務教育出身

者と大学卒業者聞の断絶である。これについては

企業内での日常生活上の交流を促進するとリンク

運動ミを展開しているが、スウェーデンの社会制

度、学校制度が大きな障害となっている。(註)

註 KFの労使関係については、 (1970年 3月19-20

自の埼玉生協欧州生協調査団のKF調査聞き取り〉
kこよる。

ともあれ、労使関係の問題はスウェーデンにおい

ては組織率の高い名実ともに全国組織であり、責

任と権能が大きく確立している LOとSAFとの

団体協約によって基本的に処理されるのである。

それとともに社会的背景には政権が長く社会民主

党にゆだねられており、立法、行政に LO、さら

にはKFの意見が反映され、それが実行に影響を

与えていることである。

以上のようにスウェーデンにおける生協の労使

関係は日本のように個別のいわゆる企業内で問題

を処理する形ではなく、産業別労働組合の基礎の

上に中央全国車部哉と経営者団体とによって規定さ

れていくのである。

これらも協同組合の原則論からいえば問題がな

くはない。 ILOの労働者教育講座の「協同組合」

は協同組合の組織と運営について次のように述べ

ている。

協同組合というものは、公共団体でも慈善団体

でもなく、また資本家の団体でもないし、大衆の自

発的な結社という立場に立つものであって、単な

る資本の集合体でもない。協同組合は、資本に奉

仕するものではなくて、人聞に奉仕するものであ

る。人間の必要に奉仕するものであるから、協同

組合はそれ特有の原則によって組織され且つ運営

される。協同組合の原則は、結社内における組合

員総合聞の関係を明らかにし、他方、組合員と事

業との経済的関係を明らかにする。(1956年原著

刊、国際労働事務局東京支局訳、 1957年刊、 P37

~38) 

この協同組合は、人聞に奉仕、人間の必要に奉

仕するものであるならば労使の対立関係が存在す

ること自身が問題であるといえよう。スウェーデ

ンの例も一つの現実的処理のための過渡的な形態

とも考えられなくはない。したがって日本に直輸

入することは適当とはいえない。

以下、日本の生協の労使関係につヤてみてみる。

わが国の生協において賃金問題等で、労使紛争が

発生した場合、その紛争による対立は直接理事者

対従業員の形をとる。これは欧米の組合と違って

産業別組合ではない、企業内組合の性格によるも

のである。さらに紛争が当事者聞において解決を

みいださない場合、通例では地方労働委員会に提
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の転換の上で問題の処理をする必要がある。それ

は前にみた人間のための、人間に必要な生協であ

るならば生協の理事、従業員の関係を労使の関係

として考えるのではなく、理事、従業員を含めて、

生協加入組合員ともども消費者組織の一構成員と

して考え、そのなかで消費者組合員から業務を依

託された専門職として従業員を考え、そのうえに

たって、生協組合員による従業員の労働条件を査

定し、評価決定する委員会をもつべきである。そ

の結論は他の同一職種よりすぐれた条件であらね

ばならないことは自明であって、一般的には協同

組合に加盟する組合員の平均的生活水準を基礎と

して考えるべきである。このような関係がつくら

れるべきであって生協の理事、従業員聞に労使関

係をつくり団体交渉等で決定すべき性質のも切で a

ないことが明らかであろう。それがスウェーデン

生協の労使関係と日本のそれとを比較した結論と

いえよう。

訴されるわけである。この地方労働委員会は資本

に奉仕する企業における労使紛争を処理する機関

である。したがって労、使、学識経験者の三者構

成となっている。生協の紛争当時者で、ある理事者

が使用者代表によってその主張を通そうとする形

をとった場合、生協が本来営利を目的とする使用

者の範時に入るべきかという適格性が問題となる

であろう。

との一事をもっても本来生協の理事、従業員関

係を一般産業の労使関係と同列に考えることが問

題である。

現状ではスウェーデンと異なり生協の物質供給

高は一般の流通部門における割合が非常に小さく、

従業員数においても同様であり、非営利の特殊部

門における関係として特別な方法を考えるには主

体的な条件がないといえよう。

現実の生協では理事者対従業員聞で労働条件を

めぐり紛争議が当分は続くものと思われるが、わ

れわれはそのような状況下にあって根本的な発想
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出し、今は同大学の総長として、明年に挙行される「ワ

プサラ大学500年祭」に備えて心身多忙の毎日なのであ

る。

11月1目、歓迎の研究会が永井文相主催で開かれた。

セ総長とは旧知の間柄でもあれまた学問分野も多分に

共通なこの学者文相が、その夜のパーティーにいたるま

で長時間、ワプサラ大学の「学際化」実験を中心にして

共に相諮ったことは、今後の日本一スウェーデン文化交

流の上に豊かな収獲をもたらすことを参会者一向に期待

させるに充分であったし、またこの遠来の客に対する何

よりの歓待のしるしでもあった。

翌 2日は、スワェーデン大使館と当研究所との共催で

参加メンパーを変えて、同総長を囲み、両国文化の交流

促進についてのセミナーが開かれた。総長は、社会科学

の面でも研究の交流の活発化が必要であるとして、その

一例として両国の体質の異同を解明するためにも、近代

化・工業化の比較研究などはどうであろうかと示唆さ

れ、スウェーデンの工業化の歴史の要点を簡明に説かれ

た。われわれとしてもその具体化に努力したし、ものであ

る。(高須裕三記〉

10月末から11月初めにかけて約 1週間、スウェーデン

で最古を誇るウプサラ大学の総長セーゲノレステット博士

が日本を初訪問され、スウェーデンと日本との学術交流

の必要を朝野の人びとに説かれた。その日程が濃縮され

ていたので、総長としては会うべく、語るべき人を各方

面に期待しつつも、その時間の余裕のないままに、日本

の空に心を残して帰国されたことと思われる。

Lund大学の宗教史教授を父として TorgnySegerst-

edt氏は1908年に生まれ、 38年、 Uppsala大学哲学教授

47年以降は社会学教授として、その研究領域は哲学・倫

理学・社会学・教育学・未来学など隣接諸学の多方面に

わたり、その学問の方法も原理的基礎面から実態的応用

面にわたり、教育社会学や産業社会学での貢献も大き

し博土みずからが「学際的」研究の先駆者である。

肩書きも種々の委員会の長を兼ね「スウェーデン・ア

カデミー」の一員として学会最高の名誉の地位にあり、

ノーベノレ賞選考委員でもある。

さらにその学績と並行して、博土は1955年よりクプサ

ラ大学副総長として大学の未来図を自ら描き、その「学

際化と国際化」の線に則して、旧来の学部の再編成と敷

地・建物、さらに学生街の建設にまで及ぶ総合計画を案
定
価
一
五

O
H
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